
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯密度 ８０世帯／ha以上 

木造率 ２／３以上 面的整備事業が未実施 
細街路率５０％以上 

密 度 

建 物 基 盤 

優先度（危険度）

不燃領域率：３０％未満・連たん性 

ＳＴＥＰ１ 客観的基準に基づく地区の選定 

ＳＴＥＰ３ 市民の力を活かしたまちづくりの実践 

① まちづくり協議会の立ち上げ 
② 住民による「まちづくり計画」の策定 

密集事業等導入による住環境改善の実施 
①整備計画・事業計画の策定 
②建替促進 
③公共施設整備（道路・公園等） etc. 

地区計画等による規制誘導 
①地区計画の決定 
②規制緩和による建替促進 
         etc. 

ＳＴＥＰ２ 地元への情報提供、意識向上 

① 地域の現状等の情報提供 
② 勉強会、事例視察 
③ コンサルタント派遣 etc. 

整備・改善に対する 

意欲の高い地区 

尼崎市 密集市街地整備・改善の流れ 

地元の合意形成 

３年 

整備・改善方針策定 

2年

資 料


